
仕  様  書 

 

１． 業務名 

サイクルツーリズムにおけるサイクリスト動向調査分析業務委託 

 

２． 目 的 

 本事業では、サイクリストや旅行者が県内を自転車でどのように周遊しているか等

のデータ収集・分析を行うことにより、本県に応じたより効果的・具体的なサイクルツ

ーリズムの施策構築を図るものである。 

 

３． 契約期間 

契約日から令和 6 年２月 29 日（木）まで 

 

４． 業務の概要 

本県のサイクルツーリズムの推進を目指し、サイクルツーリズムのポテンシャルを

裏付けるエビデンスやデータを収集・分析するとともに、より効果的・具体的な施策案

について提言いただく。 

①公共交通機関の主要スポット（主要駅やバス停）、道の駅、港などにおけるアンケ

ート調査等により、サイクリストの属性（年齢層、性別、国籍、目的）や来訪数

の推計、流入箇所を調査し分析する 

②GPS データ等の人流データを収集し、サイクリスト毎の行動（訪問地、移動ルー

トなど）を調査分析する 

③調査データを元とした、効果的・具体的なサイクルツーリズム推進事業を地域単

位で考案する 

 

５． 規格等 

(1) 調査内容：サイクリストが以下のルートを中心とした地域で自転車を利用した数の

推計およびその動向 

         ア．生月～平戸市街 

         イ．西海市～長崎市の沿岸線 

         ウ．長崎市街地～野母崎・三和線～東長崎 

         エ．大村湾一周 

      オ．島原半島一周 

 

 



(2)調査対象：レジャーサイクル層（各レンタサイクルの利用等によるもの）及び 

スポーツサイクル層（使用する調査方法による） 

※適宜分析に関する手法を用い、「４，業務の概要」の①②それぞれ（重複可） 

 ア：50 サンプル、イ：20 サンプル、ウ：30 サンプル、 

エ：70 サンプル、オ：80 サンプルを目安に合計 250 サンプル以上取得したう

えで月及び年の推計値の算出及びその他分析をすること。 

 

  (3)調査方法：上記「４，業務の概要」に対照する 

    ・①のアンケートは電子・紙の手法は問わない。ただし、納品するデータは電子

化されたものとすること 

    ・②の人流データの取得についても手法は問わないが、あらかじめ長崎県スポー

ツコミッション事務局へ相談・報告すること 

    ・①と②の個人が必ずしも一致している必要はない 

 

６． 成果品 

・業務報告書（A4 版、任意様式） 

 実施状況の映像・写真（映像：MP4、写真：JPG） 

 各個人から収集したアンケートや人流データ（CSV やエクセル） 

 印刷物 1 部及び電子データ（DVD または USB フラッシュメモリ） 

 

７． 納品 

・納品期限 令和 6 年 2 月 29 日（木） 

・納品場所 〒850-8570 長崎市尾上町 3 番 1 号 長崎県庁 5 階 

      長崎県スポーツコミッション事務局 

      （担当：紺谷 電話 095-822-6350 FAX095-822-6355） 

 

８． 業務の適正な実施に関する事項 

(1)個人情報保護 

受託者が業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合には、長崎県個人情報保

護条例(平成 13 年 7 月 12 日長崎県条例第 38 号)に基づき、その取り扱いに十分留

意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。本事業の

実施に係る責任者を配置すること。 

 

(2)守秘義務 

受託者は、業務を行うにあたり、業務上知りえた秘密を他に漏らし、または自己

の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 



９． 知的財産権の取扱い 

受託者は、本委託業務の実施のために必要な受託者が従前より有する知的財産権、

あるいは第二者が有する知的財産権については、当該権利の利用にあたり支障のな

いよう書面により確認しなければならない。書面による確認がない場合に、以後何

らかの問題が発生した場合は、受託者の責任により対処すること。 

 

10． 著作権の譲渡 

全ての著作権(財産権)を長崎県スポーツコミッションに譲渡すること(著作権法

第 27 条及び第 28 条を含む)。著作者人格権は行使しないこと。著作物の二次利用や

著作隣接権がある場合は、問題がないように整理しておくこと。 

 

11． 業務の一括再委託の禁止 

受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせるこ

とはできない。ただし、業務を効果的に行う上で必要と思われる業務については、

書面により長崎県スポーツコミッションの承諾を得て、業務の一部を委託すること

ができる。 

 

12． その他 

    内容等について自主提案があれば、積極的に提案すること。 

    本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が生じたときは、長崎県スポーツコ

ミッション及び受託者の協議により業務を進めるものとする。 


